
 

 

 

 

 

 

 

 

 １．はじめに 

  

1 

 



１－１ 現状と課題 

 

１． 現状と課題 

（１）人口減少と高齢者の増加 

多くの地方都市では、これまで、都市への人口の流入等を背景として住宅や店舗等の郊外

立地が進み市街地が拡散してきましたが、急速な人口減少に転じる中で、拡散した居住者の生

活を支えるサービスの提供が将来困難になりかねない状況にあります。また、大都市では、郊

外部を中心に高齢者が急速に増加することが予測されており、これに伴い医療・介護の需要が

急増し、医療・福祉サービスの提供や地域の活力維持が満足にできなくなることが懸念されて

います。 

 

（２）財政の悪化 

地方財政は、少子高齢化や生産年齢人口の減少により税収の減少とともに扶助費等の歳出

が増加しています。また、合併市町村においては地方交付税算定における特例措置が終了し歳

入減が予想される等、今後、財政状況が益々悪化することが懸念されています。 

 

（３）公的不動産※の老朽化と維持更新コストの増加 

耐用年数からインフラ資産の老朽化状況を調査すると、公共施設では約４３％が老朽化して

おり、他のインフラと比較して老朽化が進んでいます。また、将来的には、公共施設等の更新

に現在の更新額の約２．６倍が必要になると試算されており、現在の公共施設の維持更新を続

けることは非常に厳しくなることが予想されています。 

※公的不動産：Public Real Estate(PRE) 
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出典：「公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用の比較分析に関する調査結果」（平成２４年３月（総務省））より作成
※データは調査協力市区町村（１１１市区町村）によるもの
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２． 今後の方向性 

（１）まちづくりのあり方 

持続可能な都市を実現し、健康・快適な生活を確保するためには、人口が減少する地方都市

においてはコンパクトシティの推進が、高齢者が増加する大都市においては医療・福祉等にア

クセスできるまちづくりを推進することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方都市：拡散する市街地と人口の減少 

 
また、市町村の人口密度と行政コストの関係から人口密度が小さいほど１人あたりの行政コ

ストが大きくなることが分かっており、コンパクトシティの推進が財政面からも重要であるこ

とが分かります。 

 出典：国土審議会 第3回長期展望委員会資料

大都市：急増する高齢者と福祉施設の不足 

■大都市圏における高齢者人口の推移
（２０１０年→２０４０年）

2010年 2040年 増加数 増加率

東京圏
65～84歳 653万人 850万人 197万人 1.3倍

名古屋
圏

65～84歳 217 万人 252万人 35万人 1.2倍

関西圏
65～84歳 374万人 412 万人 37 万人 1.1倍

＊東京圏：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

＊名古屋圏：愛知県、岐阜県、三重県

＊大阪圏：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県

85歳以上 79 万人 270 万人 190 万人 3.4倍

85歳以上 29 万人 84 万人 55 万人 2.9倍

85歳以上 48 万人 149 万人 101 万人 3.1倍

■平成３７年の介護保険施設利用者数（推計）と
施設定員数
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コンパクトシティの推進に当たっては、生活に関連する施設を集約すること、その周辺に居

住を誘導すること、更に、これらと連携した公共交通のネットワーク化を推進することが必要

です。改正都市再生特別措置法（平成２６年８月１日施行）においても、市町村が都市全体を

見渡しながら、将来の人口予測や財政状況も踏まえて、都市の将来像を示した「まちづくりの

マスタープラン（立地適正化計画）」を作成することができるよう定められたところです。立

地適正化計画には、まとまった居住を推進するための「居住誘導区域」や生活サービス機能を

計画的に配置するための「都市機能誘導区域」を設定することが可能であり、各区域の設定の

際には、都市の中心部のみに集約を図るのではなく、公共交通の現状等を踏まえ、たとえば、

合併前旧市町村の地域拠点や生活拠点等にも各区域を設定する等、「多極ネットワーク型のコ

ンパクトシティ」を推進することが望まれます。また、各区域内に公園や広場等を整備する等、

各区域の魅力を向上させる取組みも必要です。 

 

 
「多極ネットワーク型のコンパクトシティ」のイメージ

生活サービス機能を
誘導する区域

居住を誘導する区域

 

（２）コンパクトシティの推進のための公的不動産の有効活用 

財政状況が厳しい中で公共施設の維持更新コストが増大することを踏まえれば、自治体が現

在の公的不動産をそのまま保有し続けることは難しく、その見直しが求められています。一方

で、公的不動産が我が国の全不動産に占める割合は約１／４と非常に大きく、コンパクトシテ

ィの推進のためには公的不動産を有効に活用することが重要です。まちの将来像を示す立地適

正化計画の作成にあたっても、本ガイドラインを活用しまちづくりにおけるＰＲＥの活用方針

についても記載するよう示されているところです。 

公的不動産をまちづくりに活用するためには、コンパクトシティの実現等、将来のまちのあ

り方に沿って、以下のような取組みを進めることが有効です。 
 

・将来のまちのあり方を見据えた公共施設の再配置の推進 

・公的不動産を活用した不足する民間機能の誘導 
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１－２ ガイドラインの概要 

 

１． ガイドライン策定の目的 

先進的な自治体では、全ＰＲＥ情報を一元化・整理してまちの特性に応じた公共機能の再配

置計画を作成したり、学校跡地等の公有地をまちに不足している介護施設等の民間機能の整備

に活用する等、将来のまちのあり方を考えた取組みを行っています。 

このような先進的な自治体による取組みを他自治体にも広めるため、本ガイドラインでは、

ＰＲＥをまちづくりに有効活用するために検討すべき項目を示しています。下記に、本ガイド

ラインの検討フローとこれまでの自治体の主な取組みとの関係およびまちづくりの観点から特

に検討すべき項目として本ガイドラインに記載した事項の概要を示します。 

 

 

これまでの自治体の主な取組み

本ガイドラインにおける記載事項

例）
秦野市（秦野市公共施設白書）
浜松市（浜松市公共施設白書）
多摩市（多摩市施設白書）
さいたま市（さいたま市公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ白書）等
（約130自治体にて作成）

◆都市機能を集約する拠点の設定
（中心的な拠点、地域の拠点、生活の拠点 等）
◆各拠点特性に応じて必要とされる都市機能の整理

第１ステップ

まちづくりの方向性の
整理

第２ステップ

ＰＲＥ情報の整理
一元化

第３ステップ

ＰＲＥ再配置の基本的
な考え方

第４・第５ステップ

ＰＲＥの具体的な
再配置のあり方検討

都市計画マスタープランの作成
（約１４００市町村にて作成済み）

例）
秦野市（公共施設の再配置に関する方針）
浜松市（公共施設再配置計画・基本方針）
さいたま市（さいたま市公共施設マネジメント計画

（方針編）） 等
（約50自治体にて作成）

例）
秦野市（公共施設再配置計画）
浜松市（公共施設再配置計画・個別計画）

さいたま市（さいたま市公共施設マネジメント計画・
第１次アクションプラン） 等

一体で作成

◆ＰＲＥ配置状況のＧＩＳマップ等による整理

（都市機能ごとの全施設の配置状況（民間施設を
含む）を示したＧＩＳマップの作成 等

◆まちの各拠点に必要な都市機能、現在の機能
の配置状況、ＰＲＥの老朽化等の状況を踏ま
えて、各ＰＲＥについて活用の方向性を検討

◆まちづくりとの連携
将来のまちづくりにむけたＰＲＥ活用の方向性
（公共機能の再配置、民間機能への活用等）
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２． ガイドライン活用にあたっての考え方 

（１）ガイドラインの概要 

本ガイドラインに示す各ステップにおける検討内容を下記に示します。 

 

●第２ステップ ＰＲＥ情報の整理・一元化

（総量把握）保有の状況、将来維持更新コスト等

（面的把握）地域実態マップ、ＰＲＥ配置状況のＧＩＳマップ 等

（個別把握）建物情報、利用状況 等

●第１ステップ まちづくりの方向性の整理

①都市の現状把握

人口・財政状況

ＤＩＤの変遷 等

②まちづくりの方向性の整理

まちづくりのマスタープランの作成

（居住・生活サービス機能を誘導する区域の設定等）

●第４ステップ ＰＲＥの具体的なあり方の検討

◆まちに必要な公共サービスの再配置

◆不足する民間機能整備への活用

※継続利用、廃止・売却、民間機能への転用、複合化、合築 等を決定

●第５ステップ 個別事業内容の検討

個別事業計画の作成・実施

※下線はまちづくりの視点から実施するもの
※まちづくりのマスタープランには第３ステップの内容を記載することも考えられる

●第３ステップ ＰＲＥに関する基本的な考え方の整理

保有量適正化目標
の設定

・まちづくりとの連携の視点

（公共施設の再配置、必要な民間機能への活用）

・行財政の視点

（効果的な維持管理手法、コストの最適化）

３．
検討にあたって
の留意事項

自治体内の体

制
住民との連携

自治体間の連

携
民間との連携

 

（２）想定されるガイドラインの活用方法 

・ＰＲＥを活用した事業計画の作成にあたっては、まちづくりの方向性等を踏まえた検討が必要

であり、第１ステップから第５ステップの順に全ての項目について検討することが望まれます。 

・本ガイドラインには検討が望まれる項目を幅広く記載しているため、作成主体の実態にあわせ

て、適宜、検討項目等を取捨選択して活用して下さい。また、既にＰＲＥに関する検討を行っ

ている自治体は、ガイドラインの途中から検討を行うことも可能です。 
 
 （例） 

・これからＰＲＥに関する検討を開始する自治体 

→第１ステップから検討 

・既に公共施設白書を作成している自治体 

→第１ステップ、第２ステップに記載のある未検討項目について補足検討を行い、第３ステッ

プから検討 

・ＰＲＥ再配置の基本方針等を作成している自治体 

→第１ステップ～第３ステップに記載のある未検討項目について補足検討を行い、第４ステッ

プから検討 
                                             

・個別のＰＲＥについて活用方法を検討する際は、対象とするＰＲＥを含むエリアについてのみ

検討することも可能です。 
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（３）「公共施設等総合管理計画」※との関係 

   「公共施設等総合管理計画」の策定又は見直しにあたり、本ガイドライン第１ステップ（２－

１－１（２））、第２ステップ（２－２－１、２－２－３）の検討を行い、第３ステップ（２－３）

に基づきＰＲＥに関する基本的な考え方を整理してとりまとめることもできます。 

なお、公共施設等総合管理計画は主に財政負担軽減の観点で策定することが求められていま

すが、本ガイドラインを参考とすることで将来のまちのあり方を考慮した計画の策定が可能とな

ります。 

※公共施設等総合管理計画とは、自治体が所有する全ての公共施設等を対象に、地域の実情に応

じて総合的かつ計画的に管理する計画。計画に基づく公共施設等の除却について、地方債の特

例措置を創設。 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000270732.pdf（総務省） 

 

 

（４）その他 

・本ガイドラインには、ＰＲＥ情報の整理からまちづくりのマスタープラン作成まで幅広い内容

となっているため、庁内各部署（まちづくり部門、企画・管財部門、施設所管部門等）で広く

連携し、専門に応じて検討を行って下さい。 
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